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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

　告　　　　示　

京都府告示第40号

　森林法（昭和26年法律第249号）第５条第５項の規定
により、淀川上流地域森林計画及び由良川地域森林計画
の一部を変更した。
　なお、一部を変更した計画は、令和６年４月１日にそ
の効力を生じるものとし、京都府農林水産部林業振興
課、京都府京都林務事務所及び京都府広域振興局におい
てその管轄する区域の計画及び変更計画を縦覧に供する。

　令和６年２月２日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第41号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
により、道路の区域を次のとおり変更する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
６年２月２日から令和６年２月16日まで縦覧に供する。

　令和６年２月２日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　道路の種類　　府道
　⑵　路　線　名　　大山崎大枝線
　⑶　道路の区域

区　　　　　　　間
変更
前後
別

敷地の幅員 延　長

長岡京市栗生畑ケ田４の２か
ら

長岡京市今里蓮ケ糸42の１ま
で

前

ｍ

 
最小　10.7

最大　22.0

ｍ

　  220.0

後
 最小　14.0

 最大　22.0

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府乙訓土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

２⑴　道路の種類　　府道
　⑵　路　線　名　　長法寺向日線
　⑶　道路の区域

区　　　　　　　間
変更
前後
別

敷地の幅員 延　長

長岡京市栗生畑ケ田４の２か
ら

長岡京市今里蓮ケ糸42の１ま
で

前

ｍ

 
最小　10.7

最大　22.0

ｍ

　  220.0

後
 最小　14.0

 最大　22.0

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府乙訓土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

告　　　　　示

○地域森林計画の変更　 （林業振興課）   57
○道路の区域変更　 （乙訓土木事務所）   〃

公　　　　　告

○令和５年度行政書士試験の合格者　 （自治振興課）   58
○大規模小売店舗立地法に基づく新設の届
出　 （中丹広域振興局）   〃

○土地改良区役員の就退任届　 （農村振興課）   59
○土地改良区役員の退任届　 （山城広域振興局）   60
○道路の位置の指定　 （山城北土木事務所）   〃
○都市計画法に基づく工事完了　 （　　　 〃 　　　）   〃

正　　　　　誤

○令和５年９月29日付け京都府公報号外第33号中   〃
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 5110805 5110831 5110836

 5110840 5110862 5110864

 5110881 5110903 5110904

 5110930 5110957 5110967

 5110978 5111014 5111030

 5111031 5111060 5111090

 5111119 5111123 5111158

 5111170 5111177 5111189

 5111215 5111221 5111223

 5111244 5111255 5111301

 5111314 5111333 5111363

 5111368

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条
第１項の規定による大規模小売店舗の新設の届出があっ
たので、その届出書及び添付書類を次のとおり縦覧に供
する。
　なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の
地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意
見を有する者は、縦覧期間満了の日までに、大規模小売
店舗立地法施行細則（平成12年京都府規則第38号）第８
条第１項に規定する書面を添えて、意見書を提出するこ
とができる。

　令和６年２月２日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　届出事項の概要
　⑴　届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
　　　株式会社コスモス薬品
　　　福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号
　　　代表取締役　横山　英昭
　⑵　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　　ドラッグコスモス綾部井倉店
　　　綾部市井倉町日渡り８番１
　⑶　大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及
び住所並びに代表者の氏名

　　　株式会社コスモス薬品
　　　福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号
　　　代表取締役　横山　英昭
　⑷　大規模小売店舗の新設をする日
　　　令和６年８月26日
　⑸　大規模小売店舗内の店舗面積の合計
　　　1,357平方メートル
　⑹　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項（アか
らエまでの位置については、縦覧に供する書類に示
すとおり）

　　ア　駐車場の収容台数
　　　　52台

　公　　　　告　

　行政書士法（昭和26年法律第４号）第３条第１項の規
定により実施した令和５年度行政書士試験の合格者は、
次のとおりである。

　令和６年２月２日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

 受験番号 受験番号 受験番号
 5110002 5110005 5110006

 5110029 5110040 5110050

 5110059 5110061 5110063

 5110065 5110067 5110068

 5110072 5110073 5110074

 5110075 5110076 5110087

 5110095 5110102 5110104

 5110111 5110115 5110126

 5110140 5110142 5110147

 5110151 5110157 5110158

 5110160 5110169 5110172

 5110174 5110178 5110183

 5110197 5110208 5110211

 5110213 5110214 5110219

 5110220 5110233 5110237

 5110264 5110265 5110267

 5110284 5110303 5110304

 5110309 5110316 5110341

 5110347 5110348 5110349

 5110351 5110365 5110367

 5110368 5110376 5110381

 5110386 5110388 5110392

 5110398 5110404 5110409

 5110411 5110413 5110415

 5110424 5110437 5110456

 5110457 5110470 5110482

 5110499 5110501 5110507

 5110509 5110510 5110512

 5110516 5110521 5110525

 5110526 5110531 5110538

 5110542 5110544 5110548

 5110553 5110557 5110567

 5110572 5110582 5110610

 5110611 5110616 5110628

 5110634 5110637 5110664

 5110670 5110673 5110674

 5110694 5110707 5110717

 5110722 5110731 5110736

 5110738 5110748 5110751

 5110758 5110771 5110772

 5110773 5110784 5110792
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京都市右京区嵯峨広沢池下町72 山　内　定　治

〃　　西京区松尾万石町31 荒　木　秀　治

〃　　〃　　桂乾町75 近　藤　永太郎

〃　　〃　　桂徳大寺東町54 安　田　昌　史

〃　　〃　　樫原宇治井町10 西　尾　直　幸

〃　　〃　　樫原下ノ町26 林　　　秀　一

〃　　南区久世大藪町372 山　下　貞　夫

〃　　伏見区久我本町５の15 久　道　　　勝

〃　　〃　　羽束師古川町68 宮　本　明　夫

〃　　〃　　淀樋爪町390の１ 安　井　活　伸

向日市物集女町中海道９の６ 春　田　正　之

〃　　森本町春日井30 清　水　庄　吾

〃　　上植野町南小路47 永　井　美喜雄

長岡京市勝竜寺16の18 水　谷　博　俊

京都市右京区北嵯峨名古曽町28 岡　村　依　子

〃　　〃　　太秦下角田町12の１　レス
タージュ京都104号 山　本　修　三

　⑵　監事

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

京都市西京区樫原石畑町19 豊　田　喜　治

〃　　〃　　桂上野北町146 津　田　孝　男

〃　　伏見区久我森の宮町15の88 中河原　正　明

〃　　西京区御陵大枝山町５の13の９ 田　中　　　守

２　退任役員
　⑴　理事

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

京都市右京区太秦石垣町47 石　田　弥須雄

〃　　〃　　嵯峨野高田町23 水　本　　　徹

〃　　〃　　梅津南町29 三　谷　祥　之

〃　　〃　　西京極東町22の３ 鈴　木　祥　治

〃　　〃　　北嵯峨名古曽町28 岡　村　時　幹

　　イ　駐輪場の収容台数
　　　　10台
　　ウ　荷さばき施設の面積
　　　　48平方メートル
　　エ　廃棄物等の保管施設の容量
　　　　13.3立方メートル
　⑺　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

（ウの位置については、縦覧に供する書類に示すと
おり）

　　ア　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店
時刻及び閉店時刻

　　　　開店時刻　午前９時
　　　　閉店時刻　午後９時45分
　　イ　来客が駐車場を利用することができる時間帯
　　　　午前８時30分から午後10時まで
　　ウ　駐車場の自動車の出入口の数
　　　　２箇所
　　エ　荷さばき施設において荷さばきを行うことがで

きる時間帯
　　　　午前６時から午後10時まで
２　届出年月日
　　令和５年12月25日
３　縦覧場所
　　京都府中丹広域振興局農林商工部農商工連携・推進
課及び京都府商工労働観光部中小企業総合支援課
４　縦覧期間
　　令和６年２月２日から令和６年６月３日まで
５　意見書の提出先
　　京都府中丹広域振興局農林商工部農商工連携・推進
課

　洛西土地改良区の役員の改選に伴い、土地改良法（昭
和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次の
とおり新旧役員の氏名及び住所の届出があった。

　令和６年２月２日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　就任役員
　⑴　理事

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

京都市右京区太秦石垣町47 石　田　弥須雄

〃　　〃　　嵯峨野高田町38 石　田　卓　嗣

〃　　〃　　梅津前田町16の１、17合地 大八木　豊　和

〃　　〃　　西京極東町22の３ 鈴　木　祥　治
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退任役員（理事）

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

相楽郡精華町大字祝園小字佃２の１ 松　尾　純　一

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第
５号の規定による道路の位置の指定を次のとおり行った。
　なお、その関係図面は、所管の京都府土木事務所に備
えておく。

　令和６年２月２日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

指定番号 指　定 
年月日

所管土木
事務所名 道路の位置

道路の
延　長

道路の 
幅　員

山北第95
号　　　

令

 6. 1.18
京都府山
城北土木
事務所

京田辺市田
辺深田９の
５、 ９ の
６、10の９
から10の13
まで、21の
37、21 の
38、23の４

ｍ

45.4

ｍ

最小　6.0

最大　6.0

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項に
関する工事が次のとおり完了した。

　令和６年２月２日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　京田辺市甘南備台三丁目50の２、61の１
　　（関連区域）
　　京田辺市薪大仏谷61の６の一部
２　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　京都市伏見区納所星柳18の１
　　有限会社洛陽建設

京都市西京区松尾万石町31 荒　木　秀　治

〃　　〃　　桂乾町75 近　藤　永太郎

〃　　〃　　牛ヶ瀬南ノ口町17 清　水　偉佐雄

〃　　〃　　樫原下ノ町26 林　　　秀　一

〃　　南区久世上久世町233 井　上　平　夫

〃　　伏見区久我本町５の15 久　道　　　勝

〃　　〃　　羽束師古川町68 宮　本　明　夫

〃　　〃　　淀樋爪町390の１ 安　井　活　伸

向日市寺戸町岸ノ下３ 山　本　　　實

〃　　森本町春日井30 清　水　庄　吾

〃　　上植野町南小路47 永　井　美喜雄

長岡京市勝竜寺16の18 水　谷　博　俊

京都市右京区太秦下角田町12の１　レス
タージュ京都104号 山　本　修　三

　⑵　監事

住　　　　　　　　　　所 氏　　　　名

京都市西京区桂上野北町146 津　田　孝　男

〃　　〃　　樫原石畑町19 豊　田　喜　治

〃　　伏見区久我森の宮町15の88 中河原　正　明

〃　　西京区御陵大枝山町５の13の９ 田　中　　　守

　相楽郡川西土地改良区の役員の退任に伴い、土地改良
法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、
次のとおり退任した役員の氏名及び住所の届出があった。

　令和６年２月２日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

正　　　　　誤

　令和５年９月29日付け京都府公報号外第33号中次のとおり訂正
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ページ 行 誤 正

２ 下から29 　別記第３―１号様式から別記第３―３号様式ま
での様式中
「

」
を

「

」
に、

「
」を
「

」
に改める。

　別記第４―１号様式から別記第４―４号様式ま
での様式中「○」を削り、

　別記第４―１号様式から別記第４―４号様式ま
での様式中「○」を削り、


